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年
末
年
始
の
業
務
の
ご
案
内

　

市
役
所
は
、
本
庁
、
各
総
合

支
所
と
も
に
12
月
29
日
（
土
）

か
ら
平
成
31
年
１
月
３
日
（
木
）

ま
で
閉
庁
と
な
り
ま
す
。
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

に
お
け
る
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ

ス
も
、
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
出
生
届
、
婚
姻
届
、

死
亡
届
等
の
届
出
は
、
宿
日
直

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
南
西
角　

警
備
室
内
）
で
預
か
り
ま
す
。

　
ま
た
自
動
交
付
機
サ
ー
ビ
ス

の
稼
働
は
次
の
通
り
で
す
。

自
動
交
付
機
サ
ー
ビ
ス

交
付
で
き
る
証
明

住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証

明
書

稼
働
時
間　

12
月
29
日
（
土
）

〜
平
成
31
年
１
月
３
日
（
木
）

・
本
庁
舎
１
階
北
口

　
８
時
30
分
〜
17
時　

・
プ
ラ
ッ
ツ
お
お
ひ
ら

　
稼
働
停
止

利
用
に
必
要
な
も
の

暗
証
番
号
の
登
録
さ
れ
た
印
鑑

登
録
証

問 

総
務
課　
☎

（21）
２
３
４
２

年
末
年
始
の
斎
場
業
務

　
12
月
31
日
（
月
）
ま
で
業
務

を
行
い
、
１
月
１
日
（
火
）・

２
日
（
水
）・
３
日
（
木
）
は

休
み
と
な
り
ま
す
。

問 

環
境
課　
☎
(21)
２
１
４
２

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止
、

有
権
者
が
求
め
る
こ
と
も
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す  

　

こ
の
時
期
は
、
お
歳
暮
や
お

年
賀
な
ど
何
か
と
贈
り
物
を
す

る
機
会
が
多
い
で
す
が
、
政
治

家
が
選
挙
区
内
の
人
に
お
金
や

物
を
贈
る
こ
と
は
公
職
選
挙
法

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

有
権
者
が
政
治
家
に
寄
附
や
贈

り
物
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。詳
し
く
は
総
務
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
５
３
１

12
月
４
日(

火)

〜
10
日（
月
）

人
権
週
間　

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

　
「
人
権
デ
ー
」
と
は
、

１
９
４
８
年
12
月
10
日
「
世
界

人
権
宣
言
」
の
採
択
を
記
念
し

て
国
連
が
定
め
た
、
世
界
的
な

記
念
日
で
す
。
日
本
で
は
人
権

デ
ー
を
最
終
日
と
す
る
１
週

間
（
12
月
４
日
〜
10
日
）
を
人

権
週
間
と
し
、
人
権
尊
重
思
想

の
普
及
高
揚
の
た
め
の
啓
発
活

動
を
全
国
的
に
展
開
し
て
い
ま

す
。
本
市
で
も
、
街
頭
啓
発
や

特
設
相
談
、
講
演
会
な
ど
を
通

じ
、
人
権
尊
重
思
想
へ
の
理
解

を
よ
り
い
っ
そ
う
深
め
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
重
点
的
に
活
動

し
て
い
ま
す
。

人
権
特
設
相
談

　
人
権
に
関
す
る
様
々
な
相
談

に
人
権
擁
護
委
員
が
対
応
し
ま

す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
予
約
不
要
）

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
　
　
　
　
　
☎
(21)
２
１
６
１

栃
木
市
人
権
施
策
推
進
プ
ラ
ン
（
第

２
期
計
画
）（
２
０
１
９
〜
２
０
２
３

年
度
）（
素
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、「
栃
木
市
人
権
施
策

推
進
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
「
人

権
教
育
・
啓
発
を
推
進
し
、
人

権
に
関
す
る
課
題
の
解
消
」
の

実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
こ
の
プ
ラ
ン
が
今
年
度

終
了
す
る
た
め
、
来
年
度
か
ら

の
「
栃
木
市
人
権
施
策
推
進
プ

ラ
ン
（
第
２
期
計
画
）」（
素
案
）

を
作
成
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の

ご
意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に

利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　

11
月
26
日
（
月
）

〜
12
月
25
日
（
火
）
17
時
15
分

必
着

閲
覧
場
所　
人
権
・
男
女
共
同

参
画
課
（
本
庁
舎
２
階
）、
市

政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４

階
）、
大
平
隣
保
館
、
厚
生
セ

ン
タ
ー
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・

寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
。

①
直
接
提
出

閲
覧
場
所
に
同
じ
（
市
政
情
報

セ
ン
タ
ー
は
除
く
）

（
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

②
郵
送　
〒
３
２
８-

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）　

栃
木
市
人
権
・

男
女
共
同
参
画
課
あ
て

③
FAX

（21）
２
６
９
２

④
✉jinken@

city.tochigi.
lg.jpそ

の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・

氏
名
等
は
非
公
表
）。
意
見
に
対

す
る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
６
１

栃
木
市
共
生
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す

障
が
い
者
差
別
解
消
推
進
条
例（
案
）及

び
栃
木
市
手
話
言
語
条
例（
案
）に
関
す

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が

障
が
い
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け

隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
共
生

す
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
こ

と
を
目
的
と
し
た
「（
仮
称
）
栃

木
市
共
生
社
会
の
実
現
を
め
ざ

す
障
が
い
者
差
別
解
消
推
進
条

例
」
及
び
「
栃
木
市
手
話
言
語

条
例
」
の
制
定
を
進
め
て
い
ま

す
。
こ
の
度
、
条
例
（
案
）
を

取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
皆

さ
ん
の
ご
意
見
等
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に

利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
期
間　

12
月
３
日
（
月
）

〜
平
成
31
年
１
月
８
日
（
火
）

必
着

閲
覧
場
所　

障
が
い
福
祉
課

（
本
庁
舎
２
階
）、
市
政
情
報
セ

ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４
階
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
、大
宮・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の

各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
。

①
直
接
提
出　
障
が
い
福
祉
課

窓
口
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
窓
口
、
各
公
民
館
（
平
日
８

時
30
分
〜
17
時
15
分
）

②
郵
送　
〒
３
２
８-

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）
栃
木
市
障
が
い
福

祉
課
あ
て

③
FAX

（21）
２
６
８
２

④
✉f-service@

city.tochigi.
lg.jpそ

の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・

氏
名
等
は
非
公
開
）。
意
見
に
対

す
る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問
障
が
い
福
祉
課
☎
(21)
２
２
０
４ 

野
焼
き
は
禁
止
で
す

　
自
宅
敷
地
内
を
含
む
野
外
で

の
焼
却
行
為
（
野
焼
き
）
は
一

部
行
為
（
農
業
や
宗
教
上
で
や

む
を
え
な
い
も
の
な
ど
）
を
除

き
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
」
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
禁
止
行
為
で
な
く

と
も
周
辺
環
境
に
著
し
い
影
響

が
あ
る
場
合
は
や
め
て
い
た
だ

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

ご
み
と
し
て
ご
み
集
積
所
に
出

せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
分
別
し

て
適
切
に
出
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

問 

環
境
課　
☎
(21)
２
１
４
２

藤
岡
渡
良
瀬
運
動
公
園
の

陸
上
競
技
場
貸
出
休
止

　
藤
岡
渡
良
瀬
運
動
公
園
陸
上

競
技
場
に
つ
い
て
、
平
成
31
年

１
月
４
日
（
金
）
〜
３
月
31
日

（
日
）
ま
で
の
期
間
、
芝
生
養

生
の
た
め
に
貸
し
出
し
を
休
止

し
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

藤
岡
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

（
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
城
内
）　

　
　
　
　
　
　
☎

（62）
１
３
０
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

人権特設相談スケジュール

日時 場所

12/4（火） 10 時～ 12時

厚生センター（旭町）

大平隣保館（大平町新）

岩舟総合支所 会議室棟（岩舟町静）

12/6（木） 10 時～ 12時 西方保健センター（西方町本城）

12/12（水） 10 時～ 12時 藤岡公民館（藤岡町藤岡）

通学路のブロック塀などの安全点検を行っています
　6月の大阪府北部地震の被害を受け、市内の通学路におけるブロック塀及び倒壊の恐れの
ある建物について調査を実施しています。通学路の安全確保のため、もう一度、ご自宅にあ
るブロック塀などの安全点検と、適切な維持管理をお願いします。
※ブロック塀等の基準については市ホームページ（建築課）をご覧ください。
ブロック塀の点検チェックポイント
ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつで不適合があれば危険なので改善しましょ
う。まず外観で１～ 5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれ
ば、専門家に相談しましょう。

□ １．塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から 2.2 ｍ以下か。
□ ２．塀の厚さは十分か
・塀の厚さは 10cm以上か。（塀の高さが 2ｍ超
  2.2 ｍ以下の場合は 15cm以上）
□ ３．控え壁はあるか。
　（塀の高さが 1.2 ｍ超の場合）
・塀の長さ 3.4 ｍ以下ごとに、塀の高さの 1/5
  以上突出した控え壁があるか。
□ ４．基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか。
□ ５．塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか。
＜専門家に相談しましょう＞
□ ６．塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁
頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは 30cm以上か。（塀の高さが 1.2 ｍ超の場合）

 問 建築課 ☎（２１）２４４１ ／ 学校施設課　☎（２１）２２９３


